
 
 
 
 
 
 
 
◎利用料金のご案内（生活保護対象の方は、別途ご相談ください） 

・入居金 48,000 円  家賃は１6００円×日数分 

  

 自己負担額（1 割負担の場合） 

一部負担額
食費

（朝昼夕・おやつ）
家賃 水道・光熱費 医療連携費 サービス提供体制 合計

/1日 /1日 /1日 /1日 /1日 加算I/1日 30日分

要支援２ ７５５円 １０９,８６０円

要介護１ ７５９円 １０９,９８０円

要介護２ ７９５円 １１１,０６０円

要介護３ ８１８円 １１１,７５０円

要介護４ ８３５円 １１２,２６０円

要介護５ ８５２円 １１２,７７０円

３９円 １８円

要介護度

９５０円 1,６００円 ３００円

 

※その他 生活機能向上連携加算 200 円/月、栄養スクリーニング加算 5 円/回 （6 カ月に１回） 

 

 自己負担額（2 割負担の場合） 

一部負担額
食費

（朝昼夕・おやつ）
家賃 　水道・光熱費 医療連携費 サービス提供体制 合計

/1日 /1日 /1日 /1日 /1日 加算I/1日 30日分

要支援２ 1,510円 １３４,２２０円

要介護１ 1,518円 １３４,４６０円

要介護２ 1,590円 １３６,６２０円

要介護３ 1,636円 １３８,０００円

要介護４ 1,670円 １３９,０２０円

要介護５ 1,704円 １４０,０４０円

要介護度

９５０円
朝食210円
昼食330円
夕食360円
おやつ50円

1,６００円 ３００円 78円 36円

 

※その他 生活機能向上連携加算 400 円/月、栄養スクリーニング加算 10 円/回 （6 カ月に１回） 

  

グループホーム若松ぎのわん 

利用料金のご案内 



 

 

途中入居の場合の家賃・共益費・食材費などは日割り計算となります。 

その他加算 

※入居後３０日間と、入院 1 カ月以上入院し、退院して再入居する場合に、事業所に 

初期加算として１日あたり３０円（1 割） 60 円（2 割）割り増しとなります。 

 

 ※入院後３カ月以内に退院が見込まれ、退院後の再入居の受け入れ態勢を整えている場合や 

  入居者に対して居宅における外泊を認めた場合は、一月に６日を限度として所定単位数に 

  代えて１日につき２４６円（１割） ４９２円（２割）を算定となります。 

  入院又は外泊の初日及び最終日は算定対象外となります。 

 

 ※栄養スクリーニング加算  ５円/回（1 割） 10 円/回（2 割）  

※6 か月に 1 回を限度となります。 

 

 ※生活機能向上連携加算   200 円/月（１割） 400 円/月（２割） 

 

 ※身体拘束廃止未実施減算  10%/日 減算 

 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ） 1 日あたり 3 円（1 割） 6 円（2 割）  

日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・M の方が加算対象 

 （認知症介護に係る専門的な研修を修了した職員を配置しています。） 

 

※若年性認知症利用者受入加算（Ⅰ）1 日あたり 60 円（1 割） 120 円（2 割） 

 （算定対象は、特定疾病「初老期における認知症」により要介護・要支援状態となった第

二号被保険者である利用者） 

 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）加算率１１．１％ 

（介護保険の 1 割・2 割負担額に加算率を乗じて計算した金額が加算されます。利用日数や

種々の加算の有無によって変動します。） 

 

※オムツ代、特別な日用品代、理美容代、特別な行事への参加費用は別途負担となります。 

 

 

 

 

◆利用相談窓口：グループホーム若松 ぎのわん ：介護支援専門員  外間（ほかま）  

ＴＥＬ：８９２－５１０４ 

※見学も随時可能です。お気軽にご相談下さい。 

(作成：平成 30 年 4 月 1 日) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
◎利用料金のご案内（生活保護受給者） 

・入居金 30,000 円  家賃は１０００円×日数分 

 

一部負担額
食費

（朝昼夕・おやつ）
家賃 　水道・光熱費 生活費 管理費 医療連携費 サービス提供体制 合計

/1日 /1日 /1日 /1日 /1日 /1日 /1日 加算I/1日 30日分

要支援2 ７５５円 １０９,８６０円

要介護1 ７５９円 １０９,９８０円

　要介護2 ７９５円 １１１,０６０円

要介護3 ８１８円 １１１,７５０円

要介護4 ８３５円 １１２,２６０円

要介護5 ８５２円 １１２,７７０円

３９円 １８円

９５０円
朝食210円
昼食330円
夕食360円
おやつ50円

1,0００円 ３００円 ５００円１００円

要介護度

 

※その他 生活機能向上連携加算 200 円/月、栄養スクリーニング加算 5 円/回 （6 カ月に１回） 

※途中入居の場合の家賃・共益費・食材費などは日割り計算となります。 

 

その他加算 

※入居後３０日間は、初期加算として１日あたり３０円割り増しとなります。 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ） 1 日あたり 3 円 日常生活自立度ランクⅢ・Ⅳ・M の方が

加算対象 

 （認知症介護に係る専門的な研修を修了した職員を配置しています。） 

※若年性認知症利用者受入加算（Ⅰ）1 日あたり 60 円 

 （算定対象は、特定疾病「初老期における認知症」により要介護・要支援状態となった第

二号被保険者である利用者） 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）加算率１１．１％ 

（介護保険の 1 割負担額に加算率を乗じて計算した金額が加算されます。利用日数や種々の

加算の有無によって変動します。） 

※オムツ代、特別な日用品代、理美容代、特別な行事への参加費用は別途負担となります。 

 

◆利用相談窓口：グループホーム若松 ぎのわん ：介護支援専門員 外間（ほかま）ＴＥＬ：８９２－５１０４ 

※見学も随時可能です。お気軽にご相談下さい。 

(作成：平成 30 年 4 月 1 日) 

  

グループホーム若松ぎのわん 

利用料金のご案内 


